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募集(南溟館(文化課)長期臨時職員／平成30年度枕崎市奨学生／平成30年度枕崎市生活学

校生／市営住宅の入居者)、相談(無料人権相談所を開設／年金相談所を開設)

お知らせ(春の全国交通安全運動を実施／４月２日～８日は発達障害啓発週間／危険ドラ

ッグ、シンナーなどの乱用はやめましょう／農薬飛散による危害防止対策について／枕

崎市農業次世代人材投資資金(経営開始型)について／若年者の技能検定受検料が減免さ

れます／危険物取扱者試験及び受験準備講習会を実施します) 

お知らせ(転入・転出等の届出はお早めに) 、キッズだより、第11回枕崎ぶえん鰹スタン

プラリーを開催中

４月の納税、まちのカレンダー、枕崎弁「すんくじら狂句」

※読んだらすぐに次の家に回しましょう

※お知らせ版・広報紙へのご意見・ご要望は、市役所総務課秘書広報係まで
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募   集

南溟館(文化課)長期臨時職員

希望者は、「臨時職員採用試験申込書(履歴

書)」(南溟館及びハローワーク備付け)にハロ

ーワークの紹介状を添え、南溟館に提出してく

ださい。

募集人員 １名

業務内容 枕崎国際芸術賞展に関わる事務及び

問い合わせ対応

応募資格 パソコン(ワード・エクセル)を使っ

て、文書や表の作成ができること

雇用期間 ５月１日～平成31年３月31日

※その間、採用後６月(平成30年11月１日)で更

新を行う。

勤務時間 午前８時30分～午後５時15分

休日等 土・日曜日、祝日等(有給休暇あり)

賃金 日額5,712円(月額114,000円程度)

加入保険等 健康保険、厚生年金、雇用保険、

公務災害補償

試験方法 面接試験

申込締切 ４月10日(火) 午後５時15分必着

試験日時 ４月16日(月) 午後２時

試験場所 南溟館

問合せ 南溟館(文化課) TEL72-9998

平成30年度枕崎市奨学生

市教育委員会では、奨学金の貸与(無利子)を

行っています。平成30年度奨学生を次のとおり

募集します。希望者は、教育委員会総務課へお

申し込みください。

対象 高等学校以上の学校に在学し、経済的理

由により修学困難な学生または生徒(保護者が

市内居住者に限る)。

※公立高等学校に係る授業料不徴収対象者は除

く。

貸与額(月額)

・高校＝9,000円以内

・高専、専修学校＝16,000円以内

・短大＝25,000円以内  

・大学＝37,000円以内

提出書類

・奨学生願書(教育委員会総務課備付けのもの)

・在学証明書(新学年の在籍を証明するもの)

・成績証明書(前学年のもの)※開封無効

・保護者の平成29年度所得証明書  

願書受付期間 ４月２日(月)～27日(金)

貸与(振込日) ４月～６月分は６月末、７月分

からは毎月10日支給予定

貸与後の返還方法 卒業から１年経過後、所定

の期間(10年)内に返還

※貸与期間は１年間です。在学期間中、貸与を

希望する場合は毎年度申請手続きが必要です。

問合せ・申込み  教育委員会総務課

TEL72-0170

平成30年度枕崎市生活学校生

「生活学校」は、少しでも暮らしをよくしたいと願う女性の集まりです。

安全で安心な暮らしを築くために、長年にわたって生活者の目線でさまざまな課題解決に向けて

活動を続けています。特に最近では、環境問題、食の安心安全に関わる問題、自然災害対策等、身

近な暮らしの中から生活上の問題点や課題を見つけ、取り組んできました。どなたでも参加できま

すので、多くの方の参加をお待ちしています。

最近の取り組み例

ＥＭボカシづくりとその活用／マイバッグ運動や食品ロス削減への取り組み／郷土料理づくりや正

月用生け花講習／市外研修、県及び地区の研修会や交流会への参加／各地で開かれた自然災害対策

についての研修会への参加

年会費 500円(他に実習材料代を徴収する場合もあります)

申込期限 ５月１日(火)

開講式 ５月10日(木)午後１時30分から市民会館で実施予定

問合せ・申込み 生涯学習課公民館係(市民会館内) TEL72-1111(内線410)、TEL72-2221
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相   談

市営住宅の入居者

市営住宅の入居者を募集します。希望者は、

入居申込書(建設課備付け)に必要書類をそろえ

てお申込みください。

※希望者が複数の場合は抽選により決定します。

また抽選日等は後日、申込者に連絡します。

募集期間 ４月９日(月)まで

募集戸数 ２戸

①小山平団地204号(園見本町267番地)

②第２金山団地106号(金山町472番地)

構造

①簡易耐火造２階建

②中層耐火構造３階建

間取り ３ＤＫ

建設年度 ①＝昭和55年、②＝昭和59年

家賃(敷金) 14,500円～(家賃３カ月分)

入居資格

・現在、持家がない等、住宅に困っていること

が明らかであること

・現に同居し、または同居しようとする親族が

あること

・入居しようとする世帯全員の合計所得月額が

158,000円以下であること(裁量世帯について

は214,000円以下)

・市税を滞納していない者であること

・入居者及び同居者が暴力団員でないこと

問合せ・申込み 建設課建築係

  TEL72-1111(内線336)

無料人権相談所を開設

人権に関する相談所を次のとおり開設します。

相談は無料で、秘密は固く守られますので、

お気軽にご相談ください。

日時 ４月19日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館第３会議室

相談内容 人権に関することやその他一般法律

問題等

相談員 地元人権擁護委員

問合せ 総務課秘書広報係

TEL72-1111(内線211)

年金相談所を開設

日本年金機構鹿児島南年金事務所の相談員が、

国民年金・厚生(船員)年金に関する相談に応じ

ます。相談は無料ですので、お気軽にご利用く

ださい。

日時 ５月10日(木) 午前10時～午後３時

※４月は枕崎市での年金相談はありません。

場所 市民会館和室

※「年金相談」は予約制です。予約の方が優先

されます。予約のない方は、その日の相談を

お断りさせていただく場合もあります。

予約先 鹿児島南年金事務所

TEL099-251-3111

■たとえばどんな相談ができますか？

・国民年金や厚生年金の請求手続きができます。

・障害年金や遺族年金などの相談ができます。

・50歳以上の方に年金見込額を出すことができ

ます。

・過去の年金記録を確認するお手伝いをします。

※国民年金保険料の納付はできません。

※相談当日は、基礎年金番号のわかるもの(年

金手帳・年金証書等)、印鑑などをお持ちく

ださい。

※代理の方が来られる際は、委任状が必要です

(家族の相談でも、委任状は必要です)。

■近隣市での相談も可能です

・４月５日(木) 南九州市役所頴娃支所１階会

議室

・４月12日(木) 南さつま市総合保健福祉セン

ターふれあいかせだ２階相談室

・４月19日(木) 指宿市役所第１会議室

国民年金は、あなたの助けになります。もし

ものため、将来のため、保険料を納めましょう。

問合せ 市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144・145)
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お 知 ら せ

春の全国交通安全運動を実施

４月６日(金)から15日(日)まで春の全国交通

安全運動を実施します。

この運動は、交通安全思想の普及・浸透を図

り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実

践を習慣づけるとともに、交通事故防止の徹底

を図ることを目的としています。

スローガン 「横断は しっかりよく見て た

しかめて」

運動の重点

①子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運

転者の交通事故防止

②自転車の安全利用の推進～「かごしま県民の

ための自転車の安全で適正な利用に関する条

例」の理解促進～

③全ての座席のシートベルトとチャイルドシー

トの正しい着用の徹底～全席ベルト着用!!

「します・させます運動」の展開～

④飲酒運転の根絶～飲酒運転「８(やっ)せん運

動」の展開～

問合せ 総務課危機管理対策係

TEL72-1111(内線214)

４月２日～８日は発達障害啓発週間

発達障害の方は、他人の意図や感情を直感的

に理解したり、言葉を適切に使うことなどが苦

手な場合があり、学校や職場でさまざまな問題

や困難に直面することがあります。これらは、

親のしつけや家庭環境が原因ではなく、脳機能

の発達に関係するものです。

発達障害は、見た目には障害があることがわ

かりにくいため、行動や態度が誤解されること

があります。

この機会に発達障害の特徴を知り、理解を深

めていただきますようお願いします。

問合せ 福祉課障害福祉係

TEL72-1111(内線470)

危険ドラッグ、シンナーなどの乱用

はやめましょう

３月11日から４月10日までの期間は、危険ド

ラッグ・シンナー等乱用防止強調月間です。

危険ドラッグを乱用すると、おう吐やけいれ

ん、意識消失などが起き、死亡に至ることもあ

ります。また、精神へ影響を及ぼし、自分の意

志で乱用をやめることができなくなる可能性も

あります。危険ドラッグは大変危険な薬物なの

で、好奇心から安易に手を出したら絶対にいけ

ません。

家庭、学校、地域などそれぞれの立場で危険

ドラッグ等の乱用防止に努めましょう。

問合せ

・加世田保健所 TEL53-2315

・県保健福祉部薬務課 TEL099-286-2804

農薬飛散による危害防止対策について

農薬の散布回数が増えるこれからの時期は、

農薬飛散による危害防止に一層努めましょう。

農薬の飛散防止対策

①最も基本的な対策として、風の弱い時に風向

きに注意して散布しましょう。

②散布はできるだけ対象作物だけにかかるよう

に注意して行わなければなりません。特に高

さのある作物に対する散布は、水平方向や斜

め上方向に向けた散布になるため、作物をと

びこえたり、隙間から散布液が突き抜けるの

をできるだけ少なくするよう注意しましょ

う。高い作物への散布は、外側から内側に向

かって散布するよう心掛けましょう。

③適切なノズルを用い、適正な圧力で散布しま

しょう。

本市の茶業における取り組み

安心・安全な農産物生産のための新たな取り

組みとして、農薬の飛散を防止するため、風

量、風向きが一目でわかる「ドリフト(農薬の

飛散)防止旗(桃色)」を収穫10日前の茶園に設

置します。このことにより、農薬が飛散しない

よう、生産者同士でコミュニケーションをと

り、お互いが注意し合える取り組みを実施して

います。

問合せ 農政課特産振興係

TEL72-1111(内線332・333)
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枕崎市農業次世代人材投資資金(経営

開始型)について

意欲ある新規就農者の定着・経営確立を図る

ため、枕崎市農業次世代人材投資資金(経営開

始型)が、平成30年度も引き続き実施されます。

本市居住者で45歳未満の独立・自営就農する

方で、市から認定を受けた認定新規就農者に対

して、農業を始めてから経営が確立するまで最

長５年間、年間最大150万円の交付金を交付す

る事業です。

事業を希望される方は、農政課特産振興係ま

でご連絡ください。

問合せ 農政課特産振興係

TEL72-1111(内線332・333)

若年者の技能検定受検料が減免され

ます

技能検定とは、働くうえで身につけるまたは

必要とされる技能の習得レベルを評価する国家

検定制度で、試験に合格すると「技能士」を名

乗ることができます。

平成29年度後期技能検定より、35歳未満の方

が技能検定２級・３級の実技試験を受検する際

の受検料が9,000円減免されており、受検しや

すくなりました。

実施職種 機械加工、電子機器組立てなど約40

職種

実施期日 職種ごとに指定する日

実施等級 １級、２級、３級及び単一等級

申込期間 前期技能検定は、例年４月上旬の約

10日間

問合せ

・県職業能力開発協会 TEL099-226-3240

・県雇用労政課 TEL099-286-3019

危険物取扱者試験及び受験準備講習

会を実施します

平成30年度第１回危険物取扱者試験及び受

験準備講習会を次のとおり実施します。

受験願書と受験準備講習会申込書は消防署

にあります。

■危険物取扱者試験

日時 ６月10日(日) 午前10時試験開始

※集合＝午前９時30分

場所 県立薩南工業高等学校、南九州市頴姓

町、鹿児島市、薩摩川内市、鹿屋市、他県内

各地

試験種類 甲種、乙種(第１類～第６類)、丙

種

申請方法 願書による書面申請とインターネ

ットによる電子申請があります。

受付期間

・書面申請

４月６日(金)～19日(木)

※郵送の場合は４月19日の消印有効

・電子申請

４月３日(火)午前９時～16日(月)午後５時

※期間中24時間受付

試験手数料 甲種＝5,000円 乙種＝3,400円

丙種＝2,700円

問合せ 一般財団法人消防試験研究センター

鹿児島県支部 TEL099-213-4577

■受験準備講習会(乙種第４類)

日時 ５月19日(土)、20日(日) 午前10時～

午後４時

※受付＝午前９時30分～10時

内容 19日(土)＝理論、20日(日)＝法令

場所 ポリテクセンター鹿児島(鹿児島市東郡

元町14番３号)

受講料 6,300円(別途テキスト代1,600円)

問合せ

・一般社団法人鹿児島県危険物安全協会

TEL099-257-5200

・市消防本部警防課 TEL72-0049
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転入・転出等の届出はお早めに

３月から４月にかけては、就職や転勤等で住所が変わる方が多くなります。住所が変わる場合

は、市役所への届出が必要ですので、早めに手続きをしてください。なお、届出の際には、運転免

許証やマイナンバーカード(個人番号カード)などで届出人の本人確認をします。また、本人及び世

帯主、世帯員以外の方が届出をされる場合は、委任状が必要です。

■転出するとき

転出予定日と転出先が確定してから届出をしてください。

必要なもの マイナンバーカード(お持ちの方のみ)、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)、印

鑑、国民健康保険証(加入者のみ)、後期高齢者医療保険証(該当者のみ)、介護保険証(該当者の

み)、子ども医療費受給者証(該当者のみ)、印鑑登録証(登録者のみ)

■転入するとき

転入した日から14日以内に届出をしてください。

必要なもの 転出証明書またはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)、住民基本台帳カード(お持

ちの方のみ)、マイナンバー通知カード、外国人の方は在留カード、印鑑

■転居する(市内で住所が変わる)とき

転居した日から14日以内に届出をしてください。

必要なもの マイナンバーカード(お持ちの方のみ)、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)、マイ

ナンバー通知カード、印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)、後期高齢者医療保険証(該当者のみ)、

介護保険証(該当者のみ)、子ども医療費受給者証(該当者のみ)、外国人の方は在留カード

問合せ 市民生活課市民係 TEL72-1111(内線149)






